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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年１２月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決                         

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 油流出による養殖施設損傷 

発生日時 平成３１年１月２０日 ２１時１５分ごろ～１月２１日早朝の間 

発生場所 宮城県仙台塩釜港及び同港南方沖海域 

事故の概要  コンテナ運搬船なとりは、停泊中、燃料油が船外に流出して周辺海

域に設置されたのり
．．

養殖施設を損傷した。 

事故調査の経過  平成３１年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

コンテナ運搬船 なとり、７,３９０トン 

 １４２５４３、成進海運株式会社（船舶所有者、Ａ社）、井本商運

株式会社（船舶運航会社、Ｂ社） 

 １３６.２５ｍ×２１.００ｍ×９.２０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、５,１８０kＷ、平成２７年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 二級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成１８年８月２３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１２月１６日 

  免状有効期間満了日 令和２年１２月９日 

機関長 男性 ６９歳 

 一級海技士（機関） 

 免 許 年 月 日 昭和６３年１２月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年４月１７日 

  免状有効期間満了日 令和５年４月１６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

養殖施設 のり
．．

網及びのり
．．

筏
いかだ

の損傷（汚損） 

 気象・海象 

 

気象：天気 みぞれ～曇り、風向 西北西～北西、風速 ６.９～ 

１３.０m/s、気温 約４℃ 

海象：海上 平穏、潮汐 １４時００分ごろ高潮位、２１時３０分ご

ろ低潮位、水温 約９℃ 
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 事故の経過 本船は、機関区域無人化（Ｍ０）船*1で、船長及び機関長ほか９人

が乗り組み、平成３１年１月２０日１７時３０分ごろ仙台塩釜港仙台

区高砂ふ頭に左舷付けした。 

 機関長は、１８時００分ごろ機関制御室において、Ｃ重油移送ポン

プ（以下「本件ポンプ」という。）の遠隔始動器盤で本件ポンプを手

動始動して左舷及び右舷の各Ｎｏ.１Ｃ重油タンクからＣ重油セット

リングタンク（以下「本件Ｃ油タンク」という。）にＣ重油の移送を

開始した後、自動運転に切り替えた。 

機関長は、１８時１０分ごろ本件ポンプが自動停止したことを認

め、少しでも多くのＣ重油を移送しようと思い、再度、本件ポンプの

遠隔始動器盤で手動始動した後、自動運転に切り替えたところ自動停

止したことを認めたものの、同様の操作を数回繰り返したところ自動

運転（以下「本件追加移送」という。）が確立できたので、延長警報*2

を機能させた上、機関室から自室に帰った。 

機関長は、１８時５８分ごろ自室で機関室の延長警報を認め、機関

制御室に赴き、監視システムでＡ重油セットリングタンク（以下「本

件Ａ油タンク」という。）の液面高位警報を認めた。 

機関長は、１９時１０分ごろＡ重油移送ポンプの遠隔始動器盤で同

ポンプが停止していること、及び本件ポンプの遠隔始動器盤で本件ポ

ンプの運転が継続していることをそれぞれ認め、慌てて本件ポンプの

停止ボタンを数回押したものの本件ポンプが停止せず、自動運転から

手動運転に切り替える必要性があることを思い出し、手動運転に切り

替えた上で停止ボタンを押して本件ポンプを停止した。 

機関長は、機関制御室を出て本件Ａ油タンクの液位の確認に向かっ

たところ、本件Ａ油タンク付近に配管されたオーバーフロー管のサイ

トグラスが、燃料油で汚損している状況を認めた。 

機関長は、本件Ａ油タンクのエア抜き管からの燃料油の流出を懸念

し、同管が設けられているファンネル内の点検を行ったものの異常が

なく、１９時３０分ごろ休息中の機関部乗組員全員を機関室に集合さ

せ、各燃料油系タンクの残油量を調査させていたところ、１９時３７

分ごろ主機漏油タンクの液面高位を示す主機燃料油漏油警報*3（以下

「本件漏油警報」という。）の発生を認めた。 

機関長は、機関室燃料油オーバーフロータンク（以下「本件タン

ク」という。）が一杯となり、本件タンクに通じる配管から主機漏油

                             
*1 機関区域無人化（Ｍ０）船とは、計画された時間内、運転及び監視のための機関当直者がいない状態を維持で

きる機器及び装置を設備し、船級等による機関区域の無人化設備の登録を受けた船舶をいう。 
*2  延長警報とは、機関区域が無人の場合に機関区域で警報を発していることを操舵室、食堂、休息室及び機関員

室に知らせるための警報をいう。 
3 主機又は発電補機の燃料油漏油警報とは、主機又は発電補機の運転中、燃料噴射ポンプと燃料噴射弁を接続す

る燃料高圧管から漏えい
．．

した燃料油が、主機又は発電補機のそれぞれに設置された燃料漏油タンクへ導かれ、同

タンクが設定液位となれば監視システムが燃料油漏油警報を表示して異常を知らせることをいう。 
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タンクに燃料油が逆流したと推測し、本件タンクの油量を減らそうと

して左舷のＮｏ.１Ｃ重油タンクに燃料油の移送を開始した。 

機関長は、移送を開始して間もなく、１９時５８分ごろ本件タンク

の液面高位警報（以下「本件溢
いつ

流警報」という。）が発生し、本件タ

ンクのエア抜き管も本件Ａ油タンクと同じファンネル内にあるものと

思い、乗組員にファンネル内の点検を行わせ、異常がないことを確認

した。 

機関長は、燃料油の移送を継続していたが、本件溢流警報が解除さ

れないことを不審に思い、本件タンクの液面高位警報用フロートスイ

ッチ付近をたたいて振動を与えたところ、２０時１５分ごろ本件溢流

警報が解除され、続いて２０時１８分ごろ本件漏油警報が解除された

ことを認めた。  

機関士（以下「機関士Ａ」という。）は、２１時１０分ごろ、燃料

油の移送作業を終えて自室に戻る途中、右舷側の海面に油のようなも

のが浮いているのを発見し、油吸着マットを使用して重油であること

を認め、船長室に向かった。 

船長は、機関士Ａからの報告により、本船周辺に重油が浮遊してい

ること、また機関室で燃料移送に伴うトラブルが発生していたことを

知り、２１時１５分ごろ油濁防除部署を発令し、全乗組員に油吸着マ

ットによる浮遊油の回収と流出箇所の調査を指示した上、２１時２５

分ごろＡ社及びＢ社の各担当者に燃料油が流出した可能性があるので

調査を行っている旨の連絡を行った。   

船長は、乗組員から、右舷上甲板にある本件タンクのエア抜き管付

近のスカッパー（排水口）に燃料油が流れた痕跡がある旨の報告を受

け、２１時４０分ごろ海上保安庁に‘本船から燃料油の流出’（以下

「本件油流出」という。）があった旨を通報した。  

船長は、海上保安庁の指示に従って乗組員を指揮し、油吸着マット

による浮遊油の回収作業を行い、２１日００時３０分ごろ本船付近の

海上に浮遊油を認めなくなったので、同作業を終了した。 

宮城県七ヶ浜町に所在する漁業協同組合の担当者は、２１日早朝、

海上保安庁から、停泊船からの油流出、その後、流出油の拡散状況の

連絡を受け、海上が平穏になった２２日から所属する組合員に養殖施

設の被害状況の概要を確認させ、海上保安庁にその状況を伝えた。 

船長及びＡ社担当者は、２１日、海上保安庁から、のり
．．

養殖施設に

油の付着があったことを知らされ、後日、同油が本船の燃料油と同一

成分である旨の分析結果を知らされた。 

漁業協同組合の担当者は、後日、‛宮城県知事許可による免許番号

区第３４０５～３４０７号、３４１０～３４１９号及び３５０１～３

５０６号（平成３０年９月１１日付）の区画漁業権免許に基づく漁場

区画（のり
．．

養殖施設）’（以下「本件のり
．．

養殖施設」という。）に損
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傷を確認した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本件タンク及びＣ重油燃料

油タンク配置図、写真１ 右舷上甲板における本件タンクエア抜き

管等 参照） 

 その他の事項 

 

機関長は、他社船を含めて約３０年の機関長の経験があり、約３年

前から本船の機関長として乗船していた。 

本件ポンプは、手動運転中、本件ポンプの遠隔始動器盤に組み込ま

れたＳＴＡＲＴ又はＳＴＯＰの各ボタンを押すことにより、本件Ｃ油

タンクの液位に関係なく発停できるが、自動運転中は、フロートスイ

ッチによって発停が制御され、ボタン操作が無効となるので、ボタン

操作によって発停を行う場合には、同盤に組み込まれたＡＵＴＯ－Ｍ

ＡＮＵ切り替え選択ボタンで手動運転に切り替えておく必要があっ

た。 

本件Ｃ油タンクは、液面指示計が付属しており、４個の各フロート

スイッチ（液面高位警報用、液面低位警報用、本件ポンプの自動始動

用及び自動停止用）が設けられていた。 

本件Ｃ油タンクは、本件ポンプを自動運転中、自動始動用及び自動

停止用のフロートスイッチによって本件ポンプが自動発停して液位を

制御し、液面制御範囲を逸脱した液位となれば、液面高位警報用又は

液面低位警報用のフロートスイッチが作動し、液面高位警報もしくは

液面低位警報を個別に発する仕組みとなっていたものの、監視システ

ムでいずれかの警報用フロートスイッチを監視休止に設定すると、両

警報設定ともに監視休止となる仕様となっていた。 

本船は、平成３０年９月の入渠
きょ

工事後から本件油流出までの間にお

いて、本件Ｃ油タンクの液面低位警報用フロートスイッチに不具合が

生じ、本船機関部乗組員が同フロートスイッチを監視休止に設定して

いたが、機関長及び機関部乗組員は液面低位警報のみが監視休止状態

になっていると思っていた。 

本件タンクは、機関室右舷側の二重底部にあり、主機及び発電補機

からの漏油燃料のほか、本件Ａ油タンク及び本件Ｃ油タンク内の液位

が高位限界を超えれば、溢
あふ

れた燃料油がそれぞれのオーバーフロー管

から両油共通の集合管を経由して本件タンクに流れ込み、液位が上昇

して設定液位となれば、本件タンク上面に取り付けられた溢流警報用

フロートスイッチが作動し、監視システムが本件溢流警報を発するよ

うになっていて、本件タンクのエア抜きは上甲板右舷側に設置されて

いた。 

機関長は、本件Ａ油タンクの液面高位警報を認めた際、図面等で本

件タンクのエア抜き管の設置場所を確認していなかった。 

本船は、寒冷地に停泊中、ボイラ蒸気圧力が低下してＭ０警報が発

生することがあった。 
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機関長は、居住区の暖房蒸気量を確保する目的で、Ｍ０開始前に二

重底のＣ重油の加熱蒸気弁を絞っていたが、結果として二重底内のＣ

重油の温度が低下して高粘度化し、燃料移送に苦慮していたので、ふ

だんからＭ０開始前にできるだけ燃料を移送することとしていた。 

本件タンクの溢流警報用フロートスイッチは、就航後から、本事故

当時まで、点検整備が行われていなかった。 

本船は、本事故後、監視システムの製造会社担当者、Ａ社及びＢ社

それぞれの担当者が監視システムの点検を行い、本件Ｃ油タンクの液

面低位警報用フロートスイッチが監視休止となっていたことが分か

り、同フロートスイッチを監視状態としたところ、同システムが正常

に作動することが確認された。 

本船は、本事故後、海上保安庁職員立会いの下、本件ポンプの自動

運転機能が正常に作動することが確認されたものの、自動停止機能が

作動しない状況を再現することはできなかった。 

（付図３ 本件Ｃ油タンク構造概略図、付図４ Ａ及びＣ重油移送管

及びドレン管系統図、付図５ 本件タンク概略図 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

本船は、仙台塩釜港仙台区高砂ふ頭に停泊してＮｏ.１Ｃ重油タン

クから本件Ｃ油タンクに燃料油を移送中、燃料油が船外に流出し、流

出した燃料油が当時の風潮流によって漂流しながら拡散して本件のり
．．

養殖施設に漂着して同施設を損傷させたものと考えられる。 

 本船は、本件ポンプが自動停止しなかったことから、燃料油が船外

に流出したものと考えられるが、機関長が、本件Ｃ油タンクの油量が

十分に存在する中、本件ポンプが自動停止した後、本件追加移送をし

ようと思い、数回にわたる本件ポンプの手動始動から自動運転への切

替え操作を行ったことが、本件ポンプが自動停止しなかったことに関

与した可能性があるものと考えられる。 

本船乗組員は、本事故後、海上保安庁職員立会いの下、本件追加移

送時に機関長が行った操作を検証したところ、再現性が確認されなか

ったことから、本件ポンプが自動停止しなかった原因を明らかにする

ことはできなかった。 

 本件溢流警報が遅れて作動した状況は、本件溢流警報用フロートス

イッチが汚損して作動が緩慢になった可能性が考えられる。 

本船乗組員は、本事故後、船舶運航管理会社担当者立会いの下、本

件溢流警報用フロートスイッチ作動試験を実施したところ、本件溢流

警報の遅延の再現性が確認されなかったことから、本件溢流警報が遅

れて作動した原因を明らかにすることはできなかった。 
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 船長は、本件タンクのエア抜き管からの燃料油の流出が、仙台塩釜

港の潮流が港外に向かう潮流となる時間帯で、風速６.９～１３.０

m/s の西北西風が吹いている状況下、本件タンクのエア抜き管が着岸

舷と反対側にあり、本件油流出を認知した時点では、同エア抜き管か

らの燃料油の流出が止まっており、船外に流出した燃料油の大部分が

風潮流によって本船から離れていたと考えられ、流出油を視認できな

かったことから、流出した燃料油が風潮流によって漂流しながら拡散

している状況に気付かなかったものと考えられる。   

原因 本事故は、夜間、本船が、仙台塩釜港仙台区高砂ふ頭に停泊してＮ

ｏ.１Ｃ重油タンクから本件Ｃ油タンクに燃料油を移送中、燃料油が

船外に流出し、流出した燃料油が当時の風潮流によって漂流しながら

拡散して本件のり
．．

養殖施設に漂着したことにより発生したものと考え

られる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、機関部乗組員に対し、本事故の社会的影響、安

全運航の徹底、再発防止策に関する意見交換等を行ったほか、下記の

事故防止策の指導を行った。 

（１）本件ポンプの取扱いに関する指導  

①  停泊中に燃料油を手動で移送することを原則禁止 

② 燃料の手動移送時における移送前後の各タンク油量確認の

徹底 

③ 燃料の手動移送時における単独での操作の禁止 

（２） 機器不具合発生における対応方法の指導 

①  機器不具合発生時における不具合報告書、故障報告書の早

期提出及び機器別の整備記録簿並びに不具合記録の作成 

② 警報装置の警報無効化の原則禁止 

（３） 通常発令されない警報が発令された場合の対応についての指

導 

（４） 引継ぎ簿の確認・提出の徹底の指導 

     ① 機関長による一等機関士及び二等機関士の引継ぎ簿の確認 

   ② 機関長の引継ぎ簿提出の徹底 

 Ｂ社は、本事故後、Ａ社に対し、本事故の再発防止を目的とする燃

料油の取扱いに関し、下記の運航船通達を行った。 

 ・停泊中の燃料油の手動操作による移送の原則禁止 

 ・警報装置の休止は原則禁止 

 ・警報装置検出部の定期点検の実施 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関室内の機器類に警報が発せられた場合、安易に警報を無効化

することなく、発生原因の特定に努め、対策が実施されて安全性

が確保できるまで、機関区域を無人にしないこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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本件タンク 

本件エア抜き 

・ 上甲板 

タンク頂部 

付図２ 本件タンク及びＣ重油燃料油タンク配置図 

No.2Ｃ重油タンク No.1Ｃ重油タンク 

写真１ 右舷上甲板における本件タンクエア抜き管等 

付図３ 本件Ｃ油タンク構造概略図 
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本件 

本件溢流警報 

付図５ 本件タンク概略図 
 

 
溢流警報用フロートスイッチ 

船外に流出 

付図４ Ａ及びＣ重油移送管及びドレン管系統図 
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